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六角堂能満院大願憲海の会津における事跡について

松尾 芳樹

大願憲海は､京都市立芸術大学芸術資料館が所蔵する ｢田村宗立旧蔵仏画粉本｣の主要な作

者として知られる.彼の伝記はこれまでも幾つか書かれているが､奥州会津の生まれとする青

少年期についての記述はきわめて少なかった｡

この度､会津若松市自在院住職阿住義彦氏が､会津地方および豊山長谷寺における､憲海関

係の資料を調査刊行し､唆味だったこの時期の有様がおぼろげながらわかるようになってきた｡

自在院は､憲海が住持を務めた亀福院と深い関わりを持つ寺院であり､ここに提示された資料

は､意海が､赤津富永 (現郡山市)の農家に生まれたことや､広伝寺 (郡山市)において意梁

の下で出家したこと､14歳から23年間本山長谷寺で学問したことを教えてくれる｡

これらは､憲海の思想の基礎となっているものを知るために､晩年を過ごした京都における

資料の限界を補って貴重である｡

主要項目 :憲海､憲梁､長谷寺､亀福院､自在院､広伝寺

AboutthebiographyofDaigan Kenkal,thepriestofRokkakudoNoman'inTemple,inAizuDistrict

ByMatsuoYoshki

WeknowDalganKenkai,servedinRokkakudoNoman'inTemple,asthemalnauthorofThe

BuddhistFunponCouect10nSoryuTamuraHad,belongingthemuseumofKyotoCityUruVersity

ofArts HisbiographyhaseverbeenwrlttenSeveraltmleSSOfarBut,therewasahttledescLllp-

t10nabouthisyouthterminAizudistrict(apartofFukusrumaPrefecture)

Thistime,Mr.YosrdfLikoAzumi,whoIStheheadpriestofJizaiinTempleinAIZu-Wakamatsu

City,investigatedthedocumentsconcerneC1withKenkalinAizudistrictandHasederaTempleul

NaraPrefecture,andpublishedthatresult.Therefore,welearnedtoknowhisbiographyof仁hs

tlrnealittle.Jizai山TemplelSthetemp一ewhchhasintimaterelationstoKifukulnTemplethat

Kenkaiservedastheheadpriestof.Thesedocumentspresentedthereclearthefollomngfacts.

ThethingthatKenkalWasbornlnthefarmhouseatAkazuTomlnagalocatedinthewestof

KorlyamaCity.HebecameapriestatKodenJiTempleinKoriyamaCity,andstudiedunder

Kenryo.ThetlungthatKenkalStudledinHasederaTemple,theheadquartersofBuzanschool,

from14yearsoldfor23years.

ThesearepreciousasathhgwhlChitmakesupforalimitofthedocumentsinKyotowhel'eit

spendsone'slateryearstoknowthematterforwrdchtobethefoundationoftheideaofKenkai.

KeyTerm:priestKen女ai,priestKenryo,HasederaTemple,KiA血血ITemple,JizaiinTemple,

KodenJiTemple

- 19-



1.はじめに

京都市立芸術大学芸術資料館が所蔵する ｢田村宗立旧蔵仏画粉本｣は､律僧大願憲海の手に

なる粉本を中心に構成されている｡彼の略伝については､これまで､様々な機会に紹介されて

いるが 川､その出自や修学期については､不明な部分が多かった｡これは､ひとえに晩年の活

動の中心となった京都における資料の限界によるものだったが､このたび､会津若松市の阿住

義彦氏の調査により､会津方面の資料及び憲海が修学期を過ごした長谷寺に関わる資料が､資

料集として提示された 2̀'｡本稿は､ここに収録された資料の検討を通して､憲海の評伝に補う

べき点を確認するものである｡

阿住民は､会津若松市相生町にある福衆山浦蔵寺自在院の住職である｡自在院は､応永30年

(1423)長厳法印によって草創 した真言宗の寺で､近世では触頭役寺として会津真言凶箇寺の

-を務めるとともに､常法談林所として教学の興隆に与った(3)｡幕末期､憲海が住持を務めた

ことのある亀福院から､自在院に住持が移ること三代に及び､明治維新期に亀福院が無住とな

った時は､こゴ1を兼帯した縁がある｡この度､憲海に関する史料集が自在院から発行されたの

は､こうした歴史に由来する｡

近世において自在院は､江戸護持院の末であったが､近代以後豊山長谷寺の末となった｡阿

住氏自身も豊山の要職にあってその内実に詳しく､長谷寺に修学した憲海の出自を知るにこの

うえない人物である｡自在院には､亀福院から伝えられたと思しき憲海関係の資料が遺されて

おり､阿住民は､この他､金剛寺文書 (福島県歴史資料館寄託)､旧南照寺文書 (川島家所蔵)､

長谷寺文書から憲海関係の資料を捜索し提示 している｡また､こうした調査の過程で､憲海が

現在の福島県郡山市湖南町に深く関わることが判明し､同地域の文化財群が貴重な資料である

ことも紹介された｡これらの資料のうち重要なものについては付表に整理している｡

もちろん､これら､憲海に関する知見は､末だ断片的なものであり､不明な部分は依然とし

て多いが､憲海の活動の基層にある思考を､時間も空間も遠く隔たった現代からうかがう手が

かりとするに､大きな意味がある｡

2.雲海の出生

憲源の出自については､郡山市制両町の歴史や伝承をまとめた ｢湖南の史蹟と文化財｣(4)に

次のように記されている｡

｢安佐野の傑僧林岳憲海大願和尚は赤津富永半沢吉次郎の次男に生まれたが､幼少より寄才縦

横､その異才を認められて広伝寺-一世法印意梁の弟子として六才の時この寺に入った｡｣

この伝承は鈴木素友の著す ｢安佐野傑僧｣という一文が典拠となっているらしいが､残念な

がらその原文は未見である｡また､｢湖南村郷土史 中野郷土史考｣ 5̀'には､鈴木氏同書から

の引用として ｢林岳は赤津村富永部落の半沢走次郎農家の出身にして幼少より寄才縦横である

のでその異才を惜むあまり当時郷村で知られた真言宗広伝寺中興第十一世法印憲梁の弟子とさ

れたのは六才の時である｣とある｡

両書に記された憲海に関する記事については､全体的に誤謬が多く必ずしも信頼できるもの

ではないが､憲海が赤津富永の半沢家の次男として生まれ､ 6歳のとき憲梁法印の弟子として
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安佐野の広伝寺に出家したとするこの伝動 ま､事実が発生した地域の記憶に基づくものであり､

なおかつ､数少ない憲海の出自に関する記述として貴重である｡

赤津村というのは､現在の福島県郡山市湖南町赤津のことで､猪苗代湖の南方､湖岸より2

kmばかり内陸に入ったところに位置し､会津藩では福良組に属した｡赤津は､若松と白河を結

ぶ幹線道であった白河街道の宿駅であり､若松までは原､赤井の宿を経て滝沢峠を越えて入る

五里十二町の道である.富永は､この赤津本村から北北東に1klll弱離れた小名で､三方を低い

山に囲まれ､南東に向かって開けた地勢をみせる｡また､富永から湖岸までは1km余 り､そこ

には湖上運輸の重要な湊として機能した秋山河岸が控えていた｡赤津は湖南における交通の要

地の一つであった｡

憲海の生家とされる半沢家は､寛政 2年 (1790)越後国西蒲原郡吉田富永から当地に移住し

開付した､九軒の農家の一つと考えられている…｡すでに半沢本家は絶えており､近年まで存

在した住宅も跡地を遺すばかりであるが､幸い分家がその住宅跡の傍らに現在も屋敷を構えて

血脈を伝えており､少し離れた山麓にある半沢家の墓所を守っている0

半沢家の墓碑によれば､半沢家は初代以後代々定石衛門を名乗った｡ただ､果たして父の名

が伝承の通り書次郎あるいは走次郎であったかは走かではない｡兄には14歳離れた吉蔵 (二代

目定石衛門)がおり､母は憲海の生後まもなく亡くなっているので､次男という憲海に他の男

兄弟はなかったようである｡憲海は母の顔を知らなかった｡姉がいたかどうかは定かではない｡

現在の半沢家には､憲海との関わりを伝えるものはほとんどなく(7)､幼名を知ることも難しい｡

従って､憲海と半沢家の関わりを裏付ける唯一の資料といえるのは､同じ赤津集落内の臨済

宗長福寺に所蔵される ｢十六善神図｣(付表E-1)̀8)の旧箱蓋裏墨書 (付表E-2)である.

この ｢十六善神図｣には ｢安政二年乙卯正月昔日 王城中泉六角堂 能満院大願弟子皆了要

道彩色之｣と金泥書がなされている｡田村宗立旧蔵勝本中にも､参考にされたと思われる粉本

が遺されており…､款記のとおり､大願すなわち憲海と皆了及び雲道らによる能満院工房作と

みてよい｡その旧箱の蓋塞墨書に ｢安政二卯年/善神一 幅自重/京六角堂/能満院大願/寄附

之/出所冨永定石工門/二男｣とある｡憲海による寄付と見て間違いなく､憲海を赤津富永出

身とする伝が確認できる｡

一向宗が大きな力を持つ越後から移住した富永集落では､越後から阿弥陀如来を遷座 し､集

落に安置するほど､強い信心を持っていた｡この時建立されたのが､現在も富永集落に遣る富

永阿弥陀堂である｡憲海の信仰の出発点は､この定石衛門家の信心であったろう｡ただ､寺請

制度のもとでは､檀那寺が必要であったため､富永集落の多くは､赤津にある真言宗蓮蔵寺の

檀家となり､半沢家は同じ赤津の臨済宗長福寺の檀家となったという｡憲海と長福寺の関わり

はここに由来することになる｡

長福寺には､嘉永 7年 (1854) に憲海が仲立ちとなって､会津巽三郷から当寺に寄進さjlた

大般若経600巻がある(州.この大般若経転読会の本尊として憲海が寄進したのが先の十六善神

図と考えてよいだろう｡その外箱に出自が記されているのも､生家が檀家であったことから理

解される｡後にも触れるように､憲海は大般若経転読会には因縁があり､この蓋裏墨書は､憲

海の出自を示すばかりか､その信仰の有様を伝える貴重なものといえる｡
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3.憲海の俗姓

｢安積郡赤津耶分限帳｣によれば(川 ､天保 9年 (1838)憲海の甥にあたる三代定石衛門が会

津藩より祥御免の役を得ている｡そこには､年代不詳ながら苗字を許されたことも記されてい

るので､半沢という苗字が使用されるようになったのはそう古いことではない｡半沢家の墓碑

において､初代のものには半沢の苗字を使用しておらず､安政 6年 (1859)になくなった二代

定石衛門の墓碑から認めることができるため､天保 9年の祥御免を受けて以後､半沢の苗字を

名乗る契機があったと考えて問題ない｡

ただここに疑問がある｡半沢という苗字がもともと郷里越後で使用されていたものか､会津

において初めて使用されたものかという問題である｡江戸時代でも農民が苗字を持つ例が多い

ことはすでによく知られている(12)｡半沢家にあっても､越後在住期以前より苗字を持っていた

と考えるほうが現実的である｡

このあたりを伝える記録はないのだが､半沢という苗字は､武蔵国に本幹を持つ榛沢に由来

する苗字 (L3)で､越後には極めて縁の薄いものである｡一方､地理的歴史的なつなが りから､

横沢など同系の苗字は関東から東北南部にひろがっており､宮城､福島あたりではとくに､半

沢､半樺の集中が見られる｡従って､富永の半沢家についても､与えられたか､自ら進んで選

んだかはわからないが､地域への親和度を高めるために､苗字公称を許されたとき､新たに選

びとった可能性があると考えている｡定石衛門の身近なところでは､秋山河岸の船問屋に半洋

家があった仙｡

半沢姓にこだわり､このような詮索を加えるにはもちろん理由がある｡憲海の弟子田村宗立

は､明治13年 (1880)に開校した京都府画学校に出仕しているが､そのとき提出した履歴書に､

師の名を ｢大林無言号大願亦林岳｣と記したことが伝えられている(糊からである.国民皆姓

が義務付けられたのは､憲海没後の明治8年だったから､憲海自身が俗姓を名乗る機会はなか

った｡また､彼の生家が半沢を名乗るのは､彼が出家してかなり後のことであり､もし､定石

衛門家が苗字を改めたものであったならば､憲海自身が半沢の苗字を語ることはなかったはず

である｡

すでにIE6字公称を許さjtていた時期にあたる先の ｢十六善神図｣旧箱蓋裏墨書においても､

定石衛門としか記されておらず､少なくとも､憲海が生家の半沢姓を意識していなかったこと

は､認めなけjtばならないだろう｡従って､意海の身近にいた宗立がその師名を大林と記すに

は､何らかの根拠があったと考えなければならない‖6)Oっまり､弟子の宗立に出自の物語をす

る際､そのかつての俗姓を漏らすことがあり､それを記したのではないかと考えるのである｡

こうした憶説を今少し支えてくれるのは､憲海の弟子大成 (■7)が､明治以後やはり､大林と

いう姓を用いたという､坂井栄信の記事 (18'である.明治 8年になって平民苗字必栴義務令に

より僧侶も含めて､苗字が必要になったとき､大成の選んだ苗字が大林だった｡大成はこれを

血縁のある小林家から改めたと語ったというが､実際には父とも慕った亡き師の俗姓をとった

と考えるほうが理解しやすい｡ただ､現実の養子となったわけでもなく､これを師の姓と言う

のは後ろめたさがあったのだろう｡半沢家には旧苗字大林があり､憲海の俗姓を大林と考える

ことで､これらを説明することができる｡
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赤津という地名からもわかるように､猪苗代湖に面したこの村域の北側は常夏川の河口に開

けた低湿な地域である｡現在富永集落の前に広がる水田は､この低湿な環境を利用 した新田と

考えられる｡先の ｢安積郡赤津耶分限帳｣によれば､三代走右衛門の時代､米十五石七斗七升

五合の耕作をしており､六百本の杉林を持つ半沢家は､集落における有力者の一人であった｡

入植以来の厳 しい新田開発ではあったと思われるが､三代定石衛門の資産をみれば､その努力

は十分に成果をあげている｡梓御免を受けたのも経済力を背景としたものであったと考えられ

る｡従って､労働力は不足こそすれ､余ることはなかった｡伝承にあるとおり､憲海が幼少よ

り見せた才気が､周囲をして､出家の道に導かざるを得ないものであったことは十分理解され

る｡ただ､憲海が 6歳にして､出家 したと伝えられる理由のひとつには､母の早世も影響 した

のではないかと考える｡

憲源の出自が赤津富永の百姓定石衛門家の次男であることは､まず誤 りのないところである｡

ただ､憲海の出家当時､半沢という苗字を使用 していた可能性は低いと考えるので､半沢家の

出とは言い難い｡未だ確証は得られないが､憲海生家が本来使用 していた苗字として最も可能

性があるのは大林ではないかと考えている｡

4.憲梁法印

長谷寺に残る ｢交衆帳 従事和三年 (至)文化十年｣(付表D-1)に文化 8年の記録として

｢初入 同 (十月朔日) 奥州二本松領安積郡安佐野村康博寺弟子 廓然房 憲海 主坊 京

音 尭智｣とあり､広伝寺の出身であることが記されている"9㌧ そして､憲海という法話とと

もに､廓然という字が記されており､彼が林岳と字する以前に廓然と称したことがわかる｡伝

承にある広伝寺での出家が確認できる貴重な記録である｡

安慶山広伝寺は､古 くは明星山無量庵と称した｡開基は地頭の佐藤能登守､元亀 2年 (1572)

に勧請した春 日神社の別当とされたところから､永禄年間 (1558-69)の草創と考えられてい

る(20'｡天正 3年 (1575)この無量庵が焼失したため､天正15年 (1587)､五世宥山の時､現在

地に移転 し改名 したとされる｡元和 6年 (1620)の火事により本堂を失い､天和 2年 (1682)

中興一世宥長がようやく再建 したものの､これも弘化 3年 (1846)に焼失したため､嘉永元年

(1848)に再建 したのが現在の本堂である｡

広伝寺には､正徳 3年 (1713)5月20日､江戸弥勧寺の秀慶より広伝寺の中興二世宥法に与え

られた､報恩院流定済方の血脈及び印信などの文書が伝えられている(21)｡文書には寺の火災と

文書焼失のこと､秀慶以前から弥勘寺と関わりのあることが記されており､元和の火災で失っ

たものの重さを伝えると共に､宥長の代には弥勤寺の末となっていたことを推測させる｡

憲海の師とされる､憲梁の事跡については､不明な点が多い｡生年は､広伝寺の ｢光百万遍

日課塔｣碑銘 (22)から宝暦 3年 (1753) とわかるが､広伝寺に遣る憲梁墓碑に年紀が確認でき

ず､寂年は定かではない｡あるいは､会津領内中地の東光寺の記録 (23)に見る文政11年 (1828)

が入寂した年かもしれない｡この年憲梁は76歳である｡東光寺の記録からは､同寺に住 したの

ち広伝寺に隠居 したようにも見えるが､二つの寺の記録碑銘を見る限り､むしろ両寺を兼帯 し

ていたと見るべきだろう(21)0
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憲梁が住持となったとされるもう一つの寺､小倉山東光寺は､会津藩領内中地にある.この

寺は､中地大仏として知られる阿弥陀堂の別当として建立された草庵を濫腸とする｡阿弥陀堂

は､伝説に天喜元年 (1053)八幡太郎義家が戦勝祈願のために建立したとの伝があり､3km東

方の山中にあったものを現在地に移転したというが､現在残る丈六仏は鎌倉後期のものと考え

られているので､伝承に不明な部分があるのは否めない｡寺名は､現境内の近くにあった小倉

城の東に位置することに由来したものらしく､16世紀後半に′ト倉城を治めた伊藤氏特に伊藤盛

恒との関わりが深いと思われる｡この寺が弥勘寺末となったのは､元禄 2年 (1689)とされる

ので､広伝寺とほぼ同じ頃と考えてよい(25)0

広伝寺のある安佐野は､もともと会津領であったが､寛永20年 (1643)から天保 4年 (1833)

までの190年間､二本松領に編入されていた｡そのため､憲海の生まれた頃は､中地川に沿っ

て会津藩領にくさびのように食い込んだ奇妙な境界を作っていたという｡広伝寺から東光寺ま

では1km余 りの距離しかなく､中地川にかかる橋が藩領の境界となっていた｡よく似た由緒を

持ち､地理的にも近 く､共に弥勘寺末であったところから､両者を兼帯する僧がいたとして疑

問はない｡慶長15年 (1610)開基との伝承を持つ新義真言宗の寺弥勘寺は､江戸触頭四箇寺の

-であり､その末寺である広伝寺も東光寺も､格院の寺格を持っている｡弥勤寺は触頭の中で

豊山担当とされたので､両寺と豊山の関わりは､江戸時代中期以後､明確になったと思われ

る｡

広伝寺には､憲梁によって建立された､文化10年 (1813)｢光明真言二百万遍供養塔｣と､

文政 8年 (1825)｢光百万遍日課供養塔｣がある(26)｡この時期憲梁が広伝寺に任 していたと考

えてよい｡なおかつ､憲海の出所を広伝寺と伝える先の ｢交衆帳｣の記事から考えて､意海が

出家した時点での広伝寺住職も憲梁と考えるのが安当であり､憲梁が住職となったのは享和 3

年 (1803)以前にまで遡る可能性があることになる｡伝承のとおり､憲海が広伝寺の憲梁に師

事したとする伝承に矛盾がないだけに､憲梁が広伝寺の住持を務めた期間はかなり長いものと

考えざるを得ない｡

格院である広伝寺は､当然ながら本寺弥勤寺によって住持が任命された｡暖味な措置があっ

たとは考えにくいが､意梁が兼帯した実態は不明である｡広伝寺文書の血脈によれば､意梁は

須賀川市稲にある東雲山赤城寺に関わる僧である可能性がある｡また､今は確認する機会を持

たないものの､憲梁が豊山に修学したことは間違いないであろう｡ちなみに出所不明ながら

｢湖南村郷土史 中野郷土史考｣が伝える､憲梁の人物像は ｢第九世を憲梁法印 (俗に威張法

印)という相貌魁偉気宇稜々厳然胆大であって山の如 く心小なるは秋竃に比するが如き人であ

る｡｣ (27'というものである｡

一向宗の信心を持つ家に生まれ､檀那寺を禅宗とする環境の中で､憲海が､わざわざ真言宗

の寺に入れられることになったのは､憲海の資質によるものと考えるはかなく､近郷において

傑僧といわれた憲梁に託すべ く判断されたのであろう｡

｢湖南村郷土史 中野郷土史考｣には､鈴木素友の文章の抜き書きとして､安佐野時代の憲

海に関する逸話を伝えているので再録しておく｡

｢十四才の時郡山如宝寺に大施餓鬼があった｡法印憲梁は林岳を伴ってこれに随喜したが､-
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僧が大角塔婆をまたいで揮童に懸命であったのを見た憲梁は､大徳であるが一面気骨のある老

僧である｡この有様を見るや大叱一声止めよと叫んで日く､いやしくも万人が礼拝する塔婆を

跨って書くとは何事ぞと止めさせ､それを削らせて白木のまま建てさせた｡そして憲梁は吾弟

子に書かしめよと林岳を前に出した｡人々はその幼少であるのに驚いたが､憲梁は梯子を命じ

て数人をしてこれを掛けて､林岳を登らせて書かせた｡林岳は表面と両側を一度で書き終えた

が､その美事な出来栄えに観衆かたづをのんで驚いたという事である｡｣ (2B)

この伝承を裏付ける資料はない｡先の ｢交衆帳｣に見るとおり､憲海は14歳の年すなわち文

化 8年 (1811)10月に長谷寺に上っているので､事実なら､その直前の出来事であったことに

なる｡沙門は基本的に20歳以上の出家者をいう｡未だ14歳の憲海は-沙弥にすぎない｡本山修

学のために登山をする年齢としては､尚早といってよい｡沙弥憲海には､交衆に堪えるだけの

学問を､実質として修めていなければならなかったはずである｡従って､少なくとも彼の資質

の高さは認めなければならない｡誇張はあるのだろうが､この伝承に見るような逸話に近い事

実があったとしても不思議はない｡6歳で広伝寺に入ったことを裏付ける資料はないが､彼の

学問の水準を推測すれば､伝承には十分現実味がある｡

5.長谷寺修学

先の ｢交衆帳｣に見るとおり､憲海は文化 8年 (1811)14歳の年の10月､初めて畿内に出て､

豊山勧学院に交衆している｡｢主坊 京音 尭智｣とあるので､指導僧は尭智であり､京音寮

に入った｡二年の修学の後､文化10年 (1813)10月28日一旦中下り(29'しており､翌年11月に再

び長谷寺に戻って屠継している(30)｡このとき安佐野に帰ったと思われるが､明確な記録はない｡

東光寺に所蔵される ｢大般若経経箱｣の箱裏には ｢奥州安穏郡骨津中地相/東光寺什物/大

般若経六百軸/明和五子年中箱寄進/惣箱再興/文化十一甲成人月日/石井十石門/柏木甚右

門/石井茂兵衛/願志主意海/石井庄石門｣という墨書 (付表G-1)がある(31)｡この憲海の名

を明和 5年の箱寄進の年紀に結びつけて解釈するか､文化11年の惣箱再興の年紀に結びつけて

解釈するかによって､資料の意味は異なってくる｡

東光寺ではこれを明和の年紀との関わりでとらえており､経箱墨書憲海を林岳とは別人と見

ている｡広伝寺側の資料を見ても､そのように考えるのが合理的である(32)｡しかし､文化11年

8月時､憲海は豊山を中下 りしており､安佐野に戻っていたと思われるので､こうした活動を

行う可能性は否定できない｡というのも､憲海が豊山に修学する頃､後の師となる鎮慶が豊山

で畳茶羅の講義をしていた(33'｡鎮慶は大般若経勧進をしばしば行った実績があり(34)､豊山で

両者が出会ったとすれば､憲海が郷里で信仰されるこの経典に対し､特別の関心を見せたとし

ても不思議はないためである｡ただ､憲海と東光寺との関わりはあくまで間接的なものだった

し､16歳の沙弥に果たしてこうしたことが可能であったのか疑問は大きい(35)｡

そして､文化12年 (1815)18歳の時､字を廓然から林岳へと改名する (36)｡この時期もいまだ

尭智の指導を受けている｡金剛寺文書 (付表B-1･B-2)や川島家旧南照寺文書 (付表C-1)に

は､この時期の憲海の修学を伝える記録がある(:37)｡この改名には､何者か師僧の存在を想定す

べきだろう｡憲海が沙門として､改めて学問の範囲を広げた様子がうかがえる｡
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沙門としての自覚は､郷里においても促された｡意梁が兼帯 していた広伝寺の欄間に ｢千時

□改元戊寅六月十五 日 首寺現 (住)憲海代/細工 原村右京｣ という墨書 (付表F-1)があ

り(38)､憲海が広伝寺の改修事業に関わったことがわかる｡先にも触れたように､広伝寺の本堂

は弘化 3年 (1846)に火災にあったが､嘉永元年 (1848)の再建の際には､焼失を免れた部分

が再利用されたらしい｡憲海が関わった欄間は､天和 2年 (1682)に再建された本堂もしくは

これに付随する建築物の一部に使用されていたことになる｡

文政元年 (1818)の時､21歳の憲海は初交衆から5年を経ていたものの､いまだ修学中の身

である｡中下 りした形跡がないことから､帰郷は短期間であったと思われる｡広伝寺は弥勘寺

末の格院であるため､その住持の資格として原則的には､20年の修学と本山における6年の在

山が要求された (39)｡単なる地方の末寺門徒であるならともかく､格院ともなればそれほど破格

の人事は信 じがたく､憲海が正式に広伝寺の住職となっていたとは考えにくいho)｡憲海の果た

した役割は不明なのだが､欄間墨書が語るところは､意海が住持の代理として､荘厳修復の実

務にあたったことではなかったかと考える｡版刻に繋がる彫刻技術 と憲海との出会いはこのあ

たりから生まれているものと思われる｡

文政 2年 (1819)には会津からの初交衆である滋文 ･順祐 ･恵光の主坊となっている(ll)か

ら､勧学院内においても､その役割が進展 していることが分かる｡ しか し､この頃から､憲海

の行動には変化が見 らjlるようになる｡

文政 3年 (1820)2月20日慈光寺の鳳寛鎮慶より報恩院流の伝法許可潅頂を受けて阿閣梨とな

り(42)､独自の道を歩みはじめるようになる.特に､ しばしば豊山を離れて他山に赴き､図像経

疏の書写を行うようになるのである｡

そして､文政 5年 (1822)7月頃から､林岳の字とは別に無言あるいは無言道という号を使用

しはじめる(41)Oこの号を用いはじめた経緯に関する資料はなく､長谷寺の座位帳を見れば､天

保 4年 (1833) まで林岳の字を使用 している(州｡公的には林岳を用いて､ながく併用期間が続

いたようである｡

文政 7年 (1824)5月､憲海は中下 りし､翌年居継 している 4̀1-㌔ この間､憲梁の百万遍日課供

養碑が建立されてお り､師憲梁に助力するため郷里に戻った可能性がある｡実は､文化10年の

中下 りの際も､憲梁の百万遍 日課供養塔年紀の直後にあたる｡実際の碑の建立は憲海の帰国後

行われた可能性 もあるので､これも同じく､師憲梁に助力するための帰郷であったのかもしれ

ない｡

広伝寺には､文政10年 (1827)夏に豊山において龍肝が開版 した紙本塁摺に著彩を加えた

｢浬楽図｣一 幅 (付表F-2)がある (46)｡ 憲海は文政10年龍肝から西院流の伝授を受けている(47)

ので､龍肝は師となる｡軸の由来は定かではないが､先に記 したように憲梁の入寂を文政11年

とするならば､憲海が師の供養のため､龍肝開版の墨摺に著彩させ納めたものと見ることがで

きよう｡その後憲海が広伝寺に戻ることは､ほとんどなかったらしく､特に記すべき記録は見

えない｡ただ､伝承 として､広伝寺が別当を務めた安佐野の春 日神社に文久元年 (1861)憲海

が寄進 した春 日明神利l%-軸があったという記事 (48)があるので､関係が切れたものではなか

ったらしい｡
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6.会津亀福院

憲海が､会津八角神社別当の亀福院に住することになった経緯については､不明な点が多い｡

そもそも､憲海が望んで移ったのか､請われて移ったのか分からないし､なぜ亀福院なのかと

いう疑問もある｡

この時の憲海の転身は､大きな決断だった｡というのも天保 3年時､35歳の憲海は豊山在山

22年を数えていた｡豊山での席次は在山年数に応 じる｡おおむね在山20年で後側に､25年で前

側 (菩提院結衆)に､30年で衆議になるという(4'J)｡憲海の席次は菩提院結衆がすぐ間近な位置

であり､このまま在山を続ければ､数年をして菩提院結衆となることができたのである｡菩提

院結集とは10名の衆議を含む30人で構成されており､豊山の諸決議を行う機関であり､衆団の

幹部である｡衆議ともなれば､移転寺住職となる可能性を持っており､これは､豊山における

昇進の階梯であった｡

一般的には､関東から登山する僧侶の場合､本山で 6年の修学を終えれば､国元に帰 り修行

を続けることで､やがて中本寺､格院､直未や常法談林所の住持となる道が生まれる(50)｡従っ

て､不退住山を続ける憲海は､国元への帰山を望んでいたとは考えにくく､衆議への道を歩ん

でいたことは間違いない｡

しかし､憲海は､天保 3年 (1829)3月河内高井田長栄寺の黙住信正 (1765-1832)により具

足戒を受け､正法律を堅持 して生きる道を選んだ｡豊山を離れる決意をしたのは､恐らくそれ

が勧学院における所化としての生活と両立しがたいものという認識があったと思われる｡ただ､

憲海の下山が､進具を契機としたものか､会津からの要請を契機としたものかは分からない｡

あるいはその両者が相呼応するのに感じたのかもしれない｡この点については､後に触れる｡

天保 4年 (1833)春の座位帖に憲海 (林岳)の記載がある(川ので､天保 3年冬の報恩講ま

では勤めていた｡このときの座位帖では意海の指導僧は後に第49世豊山能化となる最勝通番

(1788-1872) となっている｡憲海の下山は天保 4年の早春であったと思われ､ 2月には江戸に

滞在 していることがわかる(52)｡憲海は少なくとも4月までには会津入 りしており､亀福院の住

持となったことが確認できるのは天保 4年の夏頃であった (53'｡

亀福院は現在の会津若松市鳥井町にある八角神社の別当であるo『新編会津風土記』 (54)には

｢亀鶴山 卜号ス､高野山南谷心南院ノ末寺真言宗ナリ､天正ノ頃阿閣梨宥繁 卜云僧当社ノ別当

トナリ再ヒ絶タルヲ継リ､初ハ宝寿院 卜云何ノ頃ニカ今ノ号二改ム､又昔ハ亀を喜二作ル ト云｣

とある0本尊は八角利権ヒ境内にある文殊堂本尊の文殊騎獅像であったO八角神社は大同2年

(807)の創建を誇る古社で､伊邪那岐命 ･伊那那美命を肥る｡歴代藩主から尊崇を受けており､

蒲生秀行 (1583-1612)以来社領として五十石を与えられていた｡経済的にはさほど豊かとは

いえない寺だが､松平正客 (1669-1731)から会津総鎮守の扇額を受けるほど重要な位置を占

めた神社だから､その別当である亀福院には重さがあったことだろう0

ここにも記されているように､亀福院は高野山真言宗の寺である｡本山とされる高野山南谷

の心両院は､学侶方に属した子院で､明治以後廃絶 し､跡地は現在の増福院内にある｡憲海が､

東国-出立する前年､高野山に登った (55)のも､あるいは､法統本寺である心南院への挨拶を

かねたものであったかもしれない｡
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ところが､法流としては古義真言宗に属しているものの､憲海が住する以前にすでにこの寺

が教相において新義の寺となっていたことをうかがわせる資料がある｡

金剛寺文書中の ｢明治二年巳年九月分限帳｣(56)を見ると､その時の自在院住持である啓伝の

出自として ｢若松鳥居町前亀福院祥明弟子｣とある｡この日在院というのは､先に紹介した相

生町の自在院で､幕末期三代続けて亀福院から住持が移 転している (57)0

南海 (自在院住嘉永 4年 6月～嘉永 5年9月)

宗詳 (自在院住嘉永 5年10月～文久元年 6月頃か ?) 師弥勤寺宗達

啓伝 (自在院住文久元年6月28日～明治3年12月12日寂) 師亀福院祥明

すなわち亀福院からの最後の移転僧がこの啓伝である｡

啓伝の師である祥明房快適は､文化 8年4月11日長谷寺に初交衆したという(58)｡憲海よりわ

ずかに早 く交衆しているため､文化12年冬の ｢座位帳｣まで山内の座位は憲海の一つ上であっ

た (59)｡同郷でもあり､憲海と同じ学寮にいたこともあったから､当然知己であったと考えてよい｡

祥明と憲海のいずれが年長であるのか確たる資料はない｡ただ､祥明が憲海に先行して亀福

院の住持となったことを推測させる資料はある｡金剛寺文書中の､六角豊能満院憲海が弥勘寺

に宛てた嘉永 5年12月付書簡である(60)｡そこに常海の隠居について所感が述べられている｡こ

れは嘉永4年に亀福院から自在院に移った嵩海が翌年 9月に隠居したことを受けての記述と思

われる｡田舎本寺である亀福院から常法談林所役寺である自在院への移転は栄転であったが､

何かの問題があって､わずか 1年余で隠居せざるを得ない状況になったことが推測される｡こ

の用件は書簡の冒頭に記されており､憲海が書簡を送った第-の目的はこの一件に関するもの

と考えられる｡その文面からは憲海が簡海の後見に立っていた状況をうかがわせ､憲海が亀福

院を去った後任として､寓海が入った可能性をうかがわせる｡すると､天保4年以後の亀福院

の住持は憲源一南海-宗詳-啓伝- (無住)と続くことになり､祥明は憲海が住持となる前に

亀福院に住したと考えるはかないのである｡

また､憲海が亀福院に入ったのは天保 4年の夏以前なので､祥明の弟子の啓伝が亀福院に入

るのは､当然これ以前でなければならないo啓伝は文政 6年 (1823)生まれ (61)だから､11歳

以前の出家となり､亀福院祥明の弟子となる可能性のある期間は極めて限られていることにな

る｡一方､祥明が亀福院を去った時期は､憲海の入寺直前と見られ､祥明の後に憲海が入った

と考えるのが､自然であろう｡むしろ､憲海は､祥明より後任を託された可能性が高いと考え

ている｡

また金剛寺文書中に､金剛寺に関わる僧栄弘が文政8年に亀福院において憲海の手になる写

本を写したものが遺されている (̀'2)｡このとき憲海は､ 中下りして広伝寺に帰っていたと思われ

る時期なので､祥明がすでに亀福院の住持となっていたとすれば､憲海の訪問を受けて不思議

はない｡向学心に導かれ栄弘が､憲海の滞在する亀福院を尋ねた状況をうかがうことができる｡

祥明の亀福院人を文政8年以前と考えることにより､現存する文献の関係は理解しやすくなる｡

金剛寺の ｢分限帳｣によれば､高野山心南院の末寺である亀福院ではあるが､二つの末寺が

あり､本寺扱いとなっている｡従って､その住持たる資格としては原則として､20年以上の修
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学と6年以上の本山在山ということになる｡恐らく一旦下山した祥明も､中下りの制度を利用

して修学したに違いない｡文政 8年時､憲海は28歳である｡祥明が比較的若くして住持となっ

たとしても､30代後半から40歳台と考えるのが妥当であり(63)､彼は憲海より年長であったと考

えなければならないだろう｡

祥明の前任以前が果たして新義の僧であったかは分からない｡ただ､憲海の亀福院人に､祥

明の存在が大きな影響を与えたことは､間違いない｡かねてより､正法律に強い関心を見せて

いた憲海は､年長の祥明にその胸中を明かすことがあったとして不思議はない｡奇しくも､祥

明に何らかの支障が生まれた時､憲海に後任を提案したと考えることは可能であろう｡またそ

ういう動きの中で憲海が自分の学問や信仰のありかたを模索したとも考えられる｡憲海が亀福

院に入ったのは36歳であり､40歳が基準となる住持の年齢としては若いのだが､特に看住とし

て入ったという痕跡はない｡不明な点もあるが､憲海が亀福院に任したことを裏付ける資料は

多く､48歳で会津を離れる弘化 2年 (1845) まで､亀福院の住持を務めたことに疑問はない｡

｢分限帳｣の記された明治2年には､亀福院は二つの末寺とともに無住となっており､自在

院啓伝の兼帯となっていた｡啓伝が移転 した文久元年以後､無住となったのである｡そして､

亀福院が事実上の廃寺となるのは､この ｢分限帳｣がまとめられた明治 2年に発せられた神仏

分離令によって､本尊の文殊菩薩蘭獅像が自在院に､自在院の天満天神像が八角神社にそれぞ

れ遷座された時である(ら一l)0

7.おわりに

阿住民によって紹介された資料は､憲海が大願と号して晩年を過ごした京都における資料の

限界を補うものとして､貴重な資料群である｡本稿は､断片をとどめるにすぎないこれらの資

料から､少しでも事実を復元するための作業を試みたものである｡求めるものに比べれば掻靴

掻棒の感はまぬがれないが､憲海の出自と修学期の状況は､以前に比べて格段に鮮明さを増し

た｡こうした､資料や調査から､憲海の周辺にあった事実を確認することが､彼の業績や思考

を読み解 く基礎となるのである｡憲海の成長した環境が､彼にどのような信仰を与え､長じて

それをどのように行動に移す契機としていったのか｡幕末期という､時代の大きな転換点に､

信仰者として自らの拠 り所を模索した憲海が､いかなる大願のもと､その羅針盤を操ったのか､

考察はこれからの課題である｡

本稿をなすにあたり､自在院阿住義彦棟には､資料のご教示を賜ったほか､会津における調

査に全面的なご尽力をいただきました｡深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げます｡

また､調査にご協力いただいた､半沢吉男様､長福寺様､広伝寺様､金剛寺様の各位には併せ

て御礼を申し上げます｡

≪浅≫

(1)態海の伝記にふjlたものとしては､次のような文献がある｡a)大村西崖 ｢三本両部星茶羅集｣(1913年 5

月､仏書刊行会)0 b)田中海応 ｢海加和上伝｣(1924年12月､徳蔵寺)oc)′ト田慈舟 ｢御室版両部里芋羅の
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開版と其功労者｣(F密宗学報j第178号､1928年6月)ad)小原洪秀 ｢印行旦茶羅について｣(r密宗学報j
第178号､1928年 6月)｡e)r密教大辞典j｢碇海｣の項 (1931年 9月､密教辞典編纂会01968年11月､法

蔵館より増訂版)af)坂井栄信 ｢雑林抄一無言蔵憲海｣(智山 r宗報1169号､1964年 8月｡r栄信和尚遺稿

遺墨剰 (1980年11月､出中不動寺)に収録)｡g)佐和隆研 r御室版旦茶羅尊像剰 (1972年 5月､法蔵館)0

h)真鍋俊照 ｢月樵通人と仏画｣(r三彩1350号､1976年10月､三彩社 )｡i)拙稿 ｢無言蔵から大願へ 一律

僧態海の思想｣(r仏教国保釈成一六角豊能満院仏画瀞本J下巻､京都市立芸術大学芸術資料館編｡2004年

3月30日､法蔵館)｡また､六角豊能満院粉本に関する報告として､｣)昭和61･62･63年度科学研究費補

助金研究成果報告書 ｢密教1雲卜像と粉本の調査研究｣(研究代表者田村隆照､1989年 3月)ok)拙稿 ｢六角豊

能満院仏画粉本一画僧大願と幕末期の仏教図像｣(r民族芸術Jvol11､1995年､民族芸術学会)0 1)拙稿

｢田村宗立旧蔵仏画粉本における仏教版画について｣(r京都市立芸術大学芸術資料館年報j14号､2005年 3

月)においても怒海の伝記にふjlている｡

(2)｢自在院史料集 第二集 六角堂能満院 ｢大願｣ - ｢林岳房怒海｣｢大成房怒型｣の足跡｣ (阿住衣彦編､

2006年 5月､自在院)

(3)｢福光山満願寺 自在院誌｣(1984年11月､福米山満 願寺自在院)

(4)湖南史談会 ｢湖南の史跡と文化財｣(1978年 8月)､59-60頁､167頁､216頁､375-377頁､391頁｡

(5)渡迎春雅 ｢湖南村郷土史 中野郷土史考｣(私家版､1964年)､32-35頁

(6)｢新編会津風土記巻之九十八｣(2003年 3月､歴史春秋出版)約五巻35頁｡前掲注4書191頁 ｢富永阿弥陀堂｣

の項｡

(7) 怒海に関わる品としてわずかに ｢稲荷明神J版木が迫されているOこれはEEr村宗立旧蔵粉本のl=トJにも墨

摺 りが含まれているもので､怒海の下絵をもとにした版画を､後に復刻 したと思われる版である｡前掲注

(1)苔､9頁参照.

(8)本作品は軸装紙本著彩で､本紙法量は129.5cmX700cmである｡前掲注 4番､188頁のほか､｢会津寺院風土

記 (湖南 ･湊編)｣(半沢卯右衛門､石井義八郎著､小島一男編､1987年 7月､会津寺院調査委員会)12頁

に､関係記事が収録される｡

(9)前掲往1〔j)書 5頁に収録される第 5函 7号 (筆者不詳)及び14号 (大成筆､菜永 4年基=lLli;あり)が該当す

る｡図版は未公開である｡

(10)前掲注4書､188頁のほか､前掲注 8 ｢会津寺院風土記 (湖南 ･湊編)｣12頁に､関係記事が収録される｡

(ll)｢安秩郡赤津郁分限帳｣は嘉永5-'LF(1852)に作成さjtた村民各戸固定資産明細帳にあたるもので､古川米

治 ｢赤津の足あと｣(歴史春秋出版､1989年12月)に収録される.定石術門家については336頁に見える｡

(12)豊田武 ｢苗字の歴史｣(1971年9月､中央公論社)139-146頁｡

(13)太田亮 r姓氏家系大群JJl,LJ第 3巻､4847-4848頁｡

(ユ4)前掲注4書､22頁｡

(15)｢画学校出仕人名簿｣の田村宗立の頁に記されているOこの簿冊は､京都府画学校に出仕 した画家の履歴番

の内容を控えたもので､原本の所在は現在不明となっているが､花子複写が京都市立芸術大学芸術資料館

に遺される｡

(16)半沢ほどではないが､大林という苗字は､越後においてやはり少ない部類にはいる｡ただ､会津と越後の

中間に位置する福島県耶麻郡山都町 (現喜多方市)に大林の地名があり､古 くからこの磐越地域に交通の

あったことを考えれば､大林の筒字がこの地域に点在する可能性は-I.ll.r.視できない.

(17)大成 (1828-1891)は越後に生まh､若 くして怒海の住するfEL福院に山家し､怨海が没するまで従った画憎

である｡憲海とともに京都に上 り､能満院の工房では中心的な役割を果たした｡明治 3年に成った ｢御室

版両部畳茶羅｣の開版では法雲を助けて制作に深 く関わった｡晩年は郷里に戻 り､入寂 している｡

(18)坂井栄信 ｢雑林抄 一画像大成｣(智山 r宗報1167号､1964年 6月｡児玉義隆編 r栄信和尚遺稿避塾集j

(1980年11月､豊中不動尊､ll-12頁)｢大林という姓は京都で新会によって届出たものであるが､母方の姓

小林を改めたのだと語 られたという｡｣とある｡坂井栄信 (1904-1979)は大成と同郷の真言僧で､悉曇に

通じた｡

(19)前掲注2番､15頁｡

(20)前掲注4書､215-216頁のほか､前掲注5書､30-32頁｡

(21)｢三宝印流血脈｣ 1紙､｢伝法許可瀧頂印信｣ l柾o｢秀慶--1LL=状｣1紙｡高伝寄蔵｡秀慶 (1653-1720)は､
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長谷寺で修学 した後､江戸弥軌寺に任し (1707-1716)､その後長谷寺に戻 り､18代能化 (1716-1720)を務

め､入寂 した僧なので､高伝寺は早 くから豊山との繋が りが強かったと思われる｡現在の高伝寺は真言宗

豊LLト派長谷寺を本寺としているがこれは､明治になって以後のことである｡現在広伝寺の開山を秀慶とす

るのは､これら文書の記録に従ったものである.秀慶以後の血脈をそのまま示すと ｢(弥軌寺)秀慶一厳帖

寺 (宥長) -宥法一栄戒 一宥静一興通一仙慶一仙真 一慈海-英雄-宥仙 一宮健 一憲染-尭観一謹如一祐

慶一密厳一俵乗一秀道一宮鞍一宥覚-大道･･･｣となるO

(22)前掲注4書､338頁.｢文政八年乙酉年｣｢態梁春秋七十三｣とある.

(23)前掲注4番､212頁｡｢文政十一年 (一八二八)東光寺住広伝寺閑居怒染｡｣とあるO

(24)中興以後高伝寺の住持は､不明といってよい状況である｡鈴木素友の記した伝の中に憲梁を広伝寺11世と

しているのは､広伝寺文告の ｢三宝院流血脈｣(前掲注21)に=;Ll'かれた名前を数えて記したに過ぎない｡

｢三宝院流血脈｣の記事には､高伝奇の光政11年 (1799)建立 ｢大乗妙典一石一字塔｣に ｢当山現住怨栄｣

と刻された怒栄の名がないなど､不明な点が多 く､史料としては唆昧さを禁 じ得ない｡この ｢三宝院流血

脈｣と東光寺の記録から伝えられる住持名を比較して見れば､忠海､密接､態梁の名が見えるところから､

彼らの兼帯が推測されるのだが､その実態はきわめて不明瞭である｡

(25)前掲娃4番､212-213頁｡前掲注 5番､29-30頁｡

(26)前掲往4番､338頁｡

(27)前掲注 5番､30頁｡

(28)前掲往 5番､32-34頁｡

(29)rlコ下 りは新義真言宗において享保 3年 (1718)に制定された制度である.学伯の修学はその本山在山年数

に従い､下山すれば在山を数えられなかったが､この制度により､田舎での報恩講出席を以て本山在位に

数えられることとなり､本山在住の必賂性が薄れた｡

(30)前掲往 2番､9頁 ･30頁｡

(31)前掲注 2書､30頁｡

(32)前掲往25に示す資料では､この憲海を明和 5年の箱寄進に関わる僧とみ､広伝寺を兼帯した人物と見てい

るoこの見解を補うものが､｢三宝院流｣lll脈｣(前掲注21)である｡林高窓海が広伝寺の住持となった可能

性はないので､ここに記された態海を林岳とすれば､それは単に伝授を示すものとしなければならないが､

それでは､憲海の師は仙共という僧になり､憲海は慈梁の法流の上に位置してしまう0-万､明和期に怒

海という憎がいて､両寺を兼帯したとすれば､憲梁の上にいて不思談はなく､血脈の時系列から見ても違

和感がない｡ 藩海という僧が､林岳態海以前に存在 したと考えるほうが合理的である｡

(33)天保 5年 3月21日 ｢新刻両部旦茶羅附言｣(｢現図両部里奈羅｣解説｡昭和56年 9月､長谷寺)

(34)尾崎安啓 ｢近世後期の大般若勧進について-寝屋川市長栄寺経奥番の分析-｣(r歴史研究J第33号01996

年2月､大阪教育大学歴史学研究室)

(35)後に長福寺の大般若経寄進に尽力するなど､憲海と大般若経との閲わりの深さを思えば､東光寺大般若経

惣箱再興に関わった可能性を考えることは大変興味深い見解である｡ しかし､この場合でも､広伝寺には

林岳態海以前に怒海という僧が別にいたと考えなければ､｢三宝院流血脈｣に示される前掲注32に述べた疑

問は解決されない｡この場合､態梁を介して､明和の怒海と林岳態海の誰に何らかの関わりを考える必輩

があるだろう｡

(36)前掲注 2番､17頁｡

(37)文化13年 (1816)に憲海は珠光院に随任 しており､ 2月18日に r大疏第三重｣(金剛寺文書-202)を､5

月2Elに r論草談判快追記j(金剛寺文3_!i:-280)を書写したと伝えられる｡このとき憲海は ｢奥州食傷滞

沙門林高窓海｣と記している｡また､同年 8月3Elには､長谷寺月輪院において､院主より悉曇の伝授を

受けたとされる｡このとき沓写した r悉丑十不可大事｣(南照寺文告)にも ｢奥州骨津群沙門世欝拾九歳林

岳怒海｣と記されていたとされる｡

(38)前掲注 2書､ 9頁｡

(･39)櫛田良洪 r真言密教成立過程の研究](1964年 8月､山喜房仏書林)､1057-1064頁｡

(40)｢分限帳｣(金剛寺文書-7､注56参照)によれば､役寺 4箇寺の住持の年齢について､40歳代 2人､50巌

代 1人､60歳代 1人となっており､また､住持のいる本寺11筒寺の住持の年齢については､30歳代 2人､

40歳代 3人､50歳代 3人､60歳代以上 3人であり､同じく格院11箇寺についても､30歳代以下 3人､40歳
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代 3人､50歳代 3人､60歳代 2人となっている｡明治2年の時点においても､住持の資格はゆるやかなが

らも原則が守られており､これを半世紀遡る時点を考えるとき､より唆味に措置されていたとは考えにく

い｡

(41)前掲往 2書､ 9頁｡

(42)｢伝法湛頂諸作法 孝心｣｢伝法許可瀧頂印信｣(『智山番庫所蔵日録 第二巻』､智山伝法院編､1995年 5月､

真言宗智山派宗務庁)148頁､153頁｡

(43)｢田村宗立旧蔵粉本｣中の文政 5年 7月2EI｢五誓文殊菩薩像｣(r仏教図像架成』2062)に ｢?.那.一言｣と署名

があり｡同年 8月14日 ｢弘法大師五輪塔婆柘影｣(100画一21)に ｢触言道｣と署名があり｡文政8年 4月

17Er｢排才天像｣(F仏教図像釆成j2213)に ｢無言蔵｣と署名があり｡智LL膚 庫中の文政 3年の資料 ｢伝

法瀧頂諸作法 専心｣(前掲注42)には無言蔵の名が記されているが､後に車型された際の筆と考えるべき

である｡

(44)前掲注 2書､31頁｡

(45)前掲往2番､9頁 ･30頁｡

(46)1438×94.5cnlの大型の版画で ｢文政十年丁亥夏為凹恩報謝再彫刻之豊山龍肝施印｣と右下に銘がある｡前

掲注 4書､391頁にも紹介される｡文政10年 8月に窓掛 ま龍肝に伝授を受けており､開板には怒海が参加 し

た可能性もある｡

(47)｢西院流大事印信並血脈｣(F智山書庫所蔵目録 第二巻｣､智山伝法院編､1995年 5月､真言宗智山派宗務

庁)191頁｡

(48)前掲往 4番､167頁｡｢社宝 正一位春日大明神御神号 萱軸 王城中心六角堂勅願寺能荊院大願 文久三

突亥年正月広伝寺納 用明天皇御勅願寺京都六角堂住職 元広伝寺社僧林岳態海上人謹筆｣とある｡残念

ながら､現在その存在は確認できない｡

(49)『長谷寺略史』(1993年12月､真言宗豊山派宗務所)209-211頁｡前掲注39竜を二､1201-1205頁｡

(50)前掲注39参照｡

(51)前掲注2書､31頁｡

(52)智山番庫中天保 4年 2月18日写 ｢作法集雑記｣(『智山番庫所蔵目録 第一巻』智山伝法院前､1994年 3月､

真言宗智山派宗務庁､279頁)及び､｢EEl村宗立旧蔵粉本｣中の天保 4年 2月23El写 ｢鑑真像｣(F仏教図像

釆成｣3036)に ｢於江戸麻布六軒町不動院｣と留書がある｡

(53)自在院所蔵 ｢大悉星章｣に ｢歳次発巳天保凹年卯月於愈陽福米山自在院授輿之則貞蒐｣と奥書があり､｢田

村宗立旧蔵粉本｣中の天保 4年 8月3日写 ｢理趣経畳茶羅図｣(r仏教図像衆成｣1044)に ｢天保四年巳八

月初三El亀福院現住｣と留書があるO

(54)『新編会津風土記巻之十八』｢伊舎須弥神社｣の項 (『新編会津風土記 第-巻』1999年 1月､歴史春秋出版

株式会社､260頁)

(55)｢日三榊一宗立旧概粉本｣中の天保 3年 8月24日写 ｢不動明王二童子像｣(r仏教図像東成』2136)と､同日写

｢弘法大師空海像｣(『仏教図像衆成J3115)に高野山北勝院の留番があるO

(56)｢分限帳 (会津真言宗寺院籍帳) 1冊｣(｢金剛寺文書｣-7､r福島県歴史史料館収蔵資料目録 第21集J､

55頁)｣｡役寺を務める金剛寺が会津の真言宗寺院に在籍する僧侶らの出自､役職､名や年齢などを明治 2

年 9月に整理したもの｡

(57)前掲注 3番､14頁｡前掲注 2書､ 8頁｡

(58)前掲注 2番､ 8頁｡

(59)前掲注 2書､ 8頁 ･16頁 ･17頁｡

(60)｢書状 (京六角能満院より会津若松弥肋寺法印) 子11月16日 一過｣(｢金剛寺文書｣ -49｡前掲注56番､

58頁)｡常海に関する部分は ｢然者菌海事隠居願之通二而退化之由風説二候.何角不行届.身分儀.年も人

並故.此方ヨリ指図等ハ雛中人.先其国元引取二相成候ハ ､満足之至二存候.英二世上浮沈転変鮒 盲之事

二候.｣とある.書簡には､世間話も交えた和やかな雰囲気もあり､会津を離れたのち､六角豊能柄院に落

ち着いた消息を伝える意図もあったらしいO

(61)｢分限帳｣(前掲注56)に ｢自在院 啓価 巳年･四十七歳｣とある｡巳年は明治2年をさす｡

(62)｢一字塔及び高祖大師御其筆写｣(｢金剛寺文普‥｣ -983､前掲往56番､109頁)｡栄弘 (1802-1840)は､窓海

の四歳下で､後に豊山に学び､自在院の31世住持となるが､天保11年に早世 している｡
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(63)前掲注39のとおり､格院の住持として40歳が基準になったと考えるべきだが､前掲注40に見るとおり､幕

末において30代で格院の住持を務めている例もあり､積やかな判断もあったと考えられる｡人材確保の困

難さや経営問題などから､厳格な適用に耐えられない状況があったものと思われる｡

(64)前掲注3書､35-36頁｡
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付表 会津地方及び豊山長谷寺における憲海関連資料

(r自在院史料集 第二集j収録資料を中,いこ)

番号 名称 区分 作者 制作年 憲海に関

する備考A 自在院資料 福島県会津若松

市自在院所蔵A-1 金剛光焔止風雨密冗 写本 軽言蔵 天保 3

年 (1832)10月A-2 大悉曇章 写本 軽言 天保 4年 (1833)4月 文政10年 9月21日高山寺十!?.(.:益院にて明恵本より

撫言蔵写す〇日在院にて則貞に授与oA-3 大宝秩経百二十巻 写本 煉言蔵 天保 4
年 (1833) 4月8日から5月27日まで自在真説 菟 文書

5月27日 完蔵大宝横経120巻真読とあ りOA-4 両部讃革帯/初夜金剛界/後夜胎蔵界｣ 刊本 軸言蔵

天保13年 (1842) 白む自刻o｢声明進流末葉無言蔵｣とあり○A-5 紺紙金泥薬師如来 絵 画 大願 嘉永 7年 (1.854)
款記 ｢王城中最六角豊能渦院大願敬空‡:｣座像 10月 5月 とあ

りoB 金剛寺文書 福島県会津若松市金剛寺所蔵 (福島県福島市福島県歴史資料館寄託)B-1 大疏第三重 写本 栄山 文政10年 (1827)7月4日 文化1
3年 (1816)2月18日長谷寺珠光院にて怨海写す○長谷寺方丈にて柴山写すo金剛寺文書-2020

B-2 論草談判快追記 写本 栄弘 文政 9年 (

1826) 文化13年 (1816)5月 2日長谷等珠光院に9月13日 て岱梅写すo金剛寺文書-2800B-3 一字塔及び高祖大師御真筆写 写本 栄弘 文政 8年
(1825)3月21日 文政 4年 (1821)6月28日長谷等能渦院にて磁海写すo亀福院にて栄弘写すo金剛寺文王

ト9830B-4 紫衷殿御修法之時 写本 栄弘 文政
9年 (1826)3月21日 文政 7年 (1824)1月10

日内薮紫蔑殿にて拝見奉書写図 2枚 鍵言蔵窓海写す.長谷寺にて栄弘写すO(宝絵掲磨 .金剛盤) 金剛寺文書-322.3230B-5 紫辰殿御修法之時拝見奉書写図 2枚(香水加持荘厳囲 .舎利宝塔) 写本

栄弘 文政 9年 (1826)1月 3日 文政 7年 (1824)1月10日内袈紫蔑殿にて享.E*言蔵憲海写す.長谷寺にて栄弘

写すo金剛寺文書-326.3270B-6 港頂聾明集 初夜 写本 水音故 文政 8年 (1825)7月 文政

8年 (1825)7月雑言蔵写す○金剛寺文書ト5370B-7 棟札写 写本 栄弘 天保 5年 (1834)5月 文政12年 (18

29)12月雑言蔵写すo金剛寺文章ト9880B-8 プ川艮歌讃儀｣ 刊 本 雑言磯 天保 4年 (1833)3月 天保 4年
(1833)3月-1.ll.rI言歳写すo金剛寺

文啓一6400B-9 慈間房栄弘伝授印信 .切紙他 (伝法瀧頂三摩耶戒儀式) 文aL: 天保 4年 (1833) 想日寺にて結線瀧頂三摩耶戒作法を

8月23日 指導.金剛寺文書-1220ら-10 八角官憲福院雑言親書刻 金剛 寿命陀羅尼経｣ 刊本 無言蔵 天保 7年 (1836)8月 ｢亀矧 完

現住/′ト比丘雑言蔽敬苦｣とありo金剛寺文書-1620B-ll 金剛藩命陀羅尼経｣ 刊本 雑言蔵 天保 7年 (1836)8月 ■｢亀福院現住/ノト比丘軸言減敬普｣とあ りo｢会



番号 名称 区分 作者 制作年 雲海に関

する備考C 川島家旧南照寺文書 福島県南会津郡南会津

町川島家所蔵C-1 悉曇十不可大事 写本 本浄 嘉永5年 (1852)12月25日 文化13年 (1816)閏8月3日長谷寺月輪院にて林岳意海写すo

天保 5年 8月観幸写すoC-2 仏説安宅利‖兜経 写本 本浄 安政 5年 (1858)
｢能荊院大願尊師六十一歳之時

直伝｣と7月27日 あり○

D 長谷寺文書 奈良県増井市長谷寺所蔵D-1 交衆帳 従事和三年 文書 文化 8年 (1811) 文化 8年 (1

811)10月 1日廓然房憲海至文化十年 初交衆D-2

文化八年冬座位帳 文書 文化 8年 (1811) 廓然とありoD-3 文化十年春座位帳 文書 文化1

0年 (1813) 廓然とあり○｢十月l:lリヽ EII=Fl下Jt,｣と傍注あり○D-4 文化十二年番座位帳 文書 文化12年 (1815) 廓然とあり○｢

改名林岳｣と傍注ありoD-5 文化十二年冬座位帳 文書 文化12年 (1815) 林岳とあ

り○D-6 文政七年春座位帳 文書 文政 7年 (1824) 林岳とあり○｢申五月七

日中下 リ｣と傍注あり○D-7 天

保四年春座位帳 文書 天保 4年 (1833) 林岳とあり○朱筆により｢割座｣とあり○E 長福寺資料 福島県郡

山市長福寺所蔵E-1 釈迦十六着神囲 絵画 大願 安政 2年 (1855)1月 款記 ｢王城中泉六角豊能荊院大願弟子皆了雲道彩色｣とあり

oa-2 釈迦十六善神図旧箱蓋裏墨沓 絵画 大願 安政 2年 (1855) ｢善神 一幅自室 京六角堂能満院大願寄付之 出
所冨永定石エ門 二男｣とあ

りoF 広伝寺資料 福島県郡山市広伝寺所蔵F-1 広伝寺本堂外陣欄間 彫刻 文政元年 (1818)
｢当寺現住憲海代 細工原村右京｣袈

墨書 とありoF-2 紙本塁摺著彩浬梨園 版画 龍肝 文政10年 (1827) 銘 ｢塩LLI龍肝施印
｣○文政1




